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入
谷
駅
に
待
望
の
ト
イ
レ
が
設
置
さ
れ

防
犯
面
も
強
化

機
構
改
革
で
の
改
正
点
を
問
う

公
共
下
水
道
の
公
営
企
業
化
の

運
営
の
考
え
方
に
つ
い
て

高
齢
者
の
消
費
生
活
相
談
情
報
を
生
か
し

二
次
被
害
防
止
を
！

　

地
方
公
営
企
業
法
に
基
づ
き
公

共
下
水
道
事
業
特
別
会
計
を
廃
止

し
、
水
道
事
業
と
下
水
道
事
業
を

公
営
企
業
と
し
て
市
長
部
局
か
ら

独
立
さ
せ
て
、
新
し
い
組
織
体
制

を
構
築
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地

方
公
営
企
業
は
経
営
の
基
本
原
則

と
し
て
、
常
に
企
業
の
経
済
性
を

発
揮
す
る
と
と
も
に
、
本
来
の
目

的
で
あ
る
公
共
の
福
祉
を
増
進
す

る
よ
う
運
営
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

独
立
採
算
制
を
経
営
原
則
と
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
経
済
性
を
独
立

採
算
制
に
従
っ
て
強
め
る
と
、
低

所
得
者
層
に
対
す
る
負
担
が
よ
り

重
く
な
る
と
い
う
問
題
が
出
て
き

ま
す
。
水
道
と
下
水
道
と
い
う
地

方
公
営
企
業
は
、
地
域
住
民
に
と

っ
て
必
需
的
な
公
的
な
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
す
る
重
要
な
役
割
が
あ
り

ま
す
が
、
独
立
採
算
制
と
い
う
基

本
原
則
の
も
と
で
の
市
長
の
運
営

の
考
え
方
を
伺
い
ま
す
。

　

市
長　

地
方
公
営
企
業
は
地
方

公
共
団
体
が
経
営
す
る
も
の
で
あ

る
以
上
、
公
共
下
水
道
事
業
の
目

的
で
あ
る
下
水
道
法
第
１
条
の

「
下
水
道
の
整
備
を
図
り
、
も
っ

て
都
市
の
健
全
な
発
達
及
び
公
衆

衛
生
の
向
上
に
寄
与
し
、
あ
わ
せ

て
公
共
用
水
域
の
水
質
の
保
全
に

資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
こ

と
を
目
指
し
て
お
り
、
一
方
で
、

公
共
の
福
祉
の
増
進
の
見
地
に
立

っ
て
運
営
さ
れ
る
べ
き
と
考
え
ま

す
。
公
共
下
水
道
事
業
の
経
営
を

上
水
道
事
業
と
共
に
バ
ラ
ン
ス
よ

く
継
続
し
て
い
け
る
よ
う
に
努
め

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
Ｊ
Ｒ
入
谷
駅
は
、
建
物
も
ト
イ

レ
も
無
い
ホ
ー
ム
だ
け
の
無
人
駅

で
す
が
、
駅
周
辺
に
は
大
き
く
田

園
や
緑
が
広
が
り
、
そ
の
の
ど
か

な
風
景
よ
り
大
山
や
丹
沢
を
望
む

こ
と
が
で
き
、
す
ば
ら
し
い
ロ
ケ

ー
シ
ョ
ン
と
し
て
、
今
後
の
座
間

の
観
光
資
源
と
し
て
期
待
が
で
き

ま
す
。
最
近
で
は
座
間
高
校
へ
の

通
学
生
も
増
え
て
、
駅
を
利
用
す

る
乗
客
は
１
日
約
千
人
近
く
と
な

っ
て
き
て
い
ま
す
。

　

11
年
前
よ
り
、
声
か
け
を
兼
ね

て
駅
周
辺
を
清
掃
し
て
お
り
、
５

７
４
回
を
数
え
ま
す
。
当
初
は
、

無
人
駅
な
の
で
監
視
の
目
が
薄
く
、

汚
れ
放
題
、
荒
れ
放
題
で
線
路
内

に
も
た
く
さ
ん
の
ご
み
が
投
げ
ら

れ
て
い
ま
し
た
が
、
最
近
は
少
し

ず
つ
地
域
の
方
も
清
掃
に
加
わ
り
、

き
れ
い
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。　

ま
た
何
度
か
Ｊ
Ｒ
東
日
本
や
関
係

者
へ
、
無
人
駅
解
消
や
駅
管
理
者

配
置
を
要
望
し
て
き
ま
し
た
が
、

い
ま
だ
に
実
現
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

今
回
、
環
境
美
化
が
一
歩
前
進
し
、

簡
易
型
ト
イ
レ
の
設
置
に
よ
り
駅

の
利
便
性
が
高
ま
り
ま
す
が
、
犯

罪
防
止
の
強
化
に
つ
い
て
は
ど
の

よ
う
に
考
え
て
い
る
か
伺
い
ま
す
。

　

市
民
部
長　

防
犯
灯
２
灯
と
防

犯
カ
メ
ラ
１
基
を
新
た
に
設
置
し

て
犯
罪
の
抑
止
に
つ
な
げ
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
現
在
も

交
通
安
全
対
策
作
業
員
が
放
置
自

転
車
対
策
と
し
て
、
市
営
自
転
車

駐
車
場
を
巡
回
し
、
作
業
を
し
て

い
ま
す
の
で
、
パ
ト
ロ
ー
ル
と
同

様
の
犯
罪
抑
止
効
果
が
あ
る
も
の

と
考
え
て
い
ま
す
。

　

議
案
第
89
号
、
座
間
市
行
政
組

織
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

で
は
、
市
長
室
、
子
ど
も
未
来
部

の
創
設
、
上
下
水
道
部
か
ら
上
下

水
道
局
へ
の
変
更
、
特
定
政
策
推

進
室
の
廃
止
が
大
き
な
改
正
点
で

す
が
、
今
回
の
機
構
改
革
に
対
す

る
市
長
の
考
え
を
伺
い
ま
す
。

　

市
長　

今
回
の
組
織
の
見
直
し

は
、
シ
テ
ィ
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
の

強
化
、
危
機
管
理
・
減
災
に
対
す

る
対
応
、
子
ど
も
・
子
育
て
に
つ

い
て
の
対
応
の
三
つ
の
方
針
に
よ

り
新
た
な
課
題
に
対
応
す
る
と
と

も
に
、
第
四
次
座
間
市
総
合
計
画

の
中
間
見
直
し
へ
の
対
応
、
さ
ら

に
は
公
共
下
水
道
事
業
の
地
方
公

営
企
業
法
の
全
部
適
用
、
公
営
企

業
管
理
者
の
設
置
等
に
伴
う
所
要

の
見
直
し
を
行
っ
た
も
の
で
す
。

　

新
た
な
組
織
で
は
、
機
能
性
の

高
い
組
織
と
す
る
た
め
に
、
４
課

か
ら
成
る
市
長
室
を
設
け
る
こ
と

を
考
え
て
い
ま
す
。
市
長
室
で
は
、

現
在
の
特
定
政
策
推
進
室
の
市
政

調
査
担
当
業
務
を
引
き
継
ぐ
と
と

も
に
、
広
報
の
業
務
、
シ
テ
ィ
プ

ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
業
務
、
市
民
協
働

課
の
都
市
間
交
流
業
務
、
基
地
対

策
業
務
な
ど
を
担
当
す
る
方
向
で

調
整
し
て
お
り
、
さ
ら
に
、
市
民

部
所
管
の
防
災
・
減
災
の
取
り
組

み
に
加
え
、
危
機
管
理
の
強
化
に

向
け
て
の
業
務
に
つ
い
て
も
所
管

す
る
方
向
で
調
整
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
子
ど
も
・
子
育
て
新
制

度
へ
の
対
応
と
し
て
新
た
に
子
ど

も
未
来
部
を
設
け
、
子
ど
も
・
子

育
て
に
関
す
る
施
策
を
一
元
的
、

総
合
的
に
担
う
こ
と
と
し
ま
す
。

　

消
費
生
活
相
談
は
、
特
に
高
齢

者
の
相
談
が
過
去
５
年
間
で
全
国

的
に
７
割
も
増
加
し
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
消
費
者
安

全
法
が
改
正
さ
れ
、
自
治
体
の
相

談
体
制
を
さ
ら
に
強
化
す
る
た
め
、

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
の
組
織
等
を

条
例
で
定
め
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
が
、
相
談
窓
口
の
時
間
・
人
員

体
制
は
変
わ
る
の
か
伺
い
ま
す
。

　

改
正
消
費
者
安
全
法
で
は
、
特

に
被
害
に
遭
い
や
す
い
高
齢
者
、

障
が
い
者
に
対
し
て
地
域
を
挙
げ

て
被
害
防
止
に
取
り
組
む
体
制
づ

く
り
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
、
消

費
者
安
全
確
保
地
域
協
議
会
を
組

織
し
、
相
談
情
報
が
提
供
で
き
る

と
し
て
い
ま
す
。
高
齢
者
は
二
次

被
害
に
遭
い
や
す
い
こ
と
か
ら
も
、

対
策
と
し
て
相
談
情
報
を
生
か
す

こ
と
が
有
効
で
あ
り
、
具
体
的
に

被
害
に
遭
っ
た
方
を
助
け
る
た
め

の
体
制
づ
く
り
が
必
要
と
考
え
ま

す
が
、
本
市
が
協
議
会
を
設
置
し

な
い
理
由
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

　

市
民
部
長　

高
齢
者
へ
の
相
談

体
制
の
強
化
は
必
要
と
考
え
ま
す

が
、
条
例
化
に
よ
る
相
談
時
間
・

人
員
の
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
、
民

生
委
員
等
の
関
係
団
体
と
連
携
し

て
情
報
を
共
有
す
る
こ
と
で
消
費

者
被
害
の
未
然
防
止
、
早
期
発
見

を
図
る
こ
と
が
現
在
も
で
き
て
い

ま
す
。
関
係
団
体
が
出
前
講
座
を

精
力
的
に
開
催
し
て
お
り
、
ま
た
、

二
つ
の
団
体
が
各
家
庭
を
訪
問
し

て
い
る
こ
と
か
ら
も
被
害
の
未
然

防
止
、
早
期
発
見
に
つ
な
が
っ
て

い
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

本
定
例
会
の
諸
議
案
に
対
し
総

括
質
疑
の
通
告
を
し
て
い
ま
し
た

が
、
総
括
質
疑
で
最
後
の
登
壇
で

あ
り
、
既
に
前
任
者
よ
り
さ
ま
ざ

ま
な
質
疑
が
さ
れ
、
質
疑
の
内
容

が
重
複
し
て
い
ま
す
。

　

よ
っ
て
、
今
回
の
総
括
質
疑
は

割
愛
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

   

日
本
共
産
党
（
中
澤

　邦
雄
　議
員
）

公
明
党
（
稲
垣

　敏
治

　議
員
）

ざ
ま
大
志
会
（
佐
藤

　弥
斗
　議
員
）

　新
政
い
さ
ま

（
長
谷
川

　光
　議
員
）

神
奈
川
ネ
ッ
ト
（
加
藤

　陽
子
　議
員
）

請願・陳情の提出について

　請願・陳情はいつでも受け付けています。３月、６月、９月、

１２月の年４回開催される定例会において審査されます。

　なお、定例会ごとの締め切り日については、議会事務局にお

問い合わせください。
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